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窒素含有量に係る総量規制基準（平成十四年七月十九日告示第七百二十九号）新旧対照表   改正案 現行 窒素含有量に係る総量規制基準 窒素含有量に係る総量規制基準   第四 総量規制基準 第四 総量規制基準 別表第一第二欄に掲げる業種その他の区分ごとに次の一又は二により算定される値の合計値を、当該指定地域内事業場から排出される汚濁負荷量の許容限度とする。 別表第二欄に掲げる業種その他の区分ごとに次の一又は二により算定される値の合計値を、当該指定地域内事業場から排出される汚濁負荷量の許容限度とする。 一 別表第二の中欄に掲げる指定地域内事業場の区分に応じ、同表の下欄に掲げる基準日前に設置された指定地域内事業場（同日前に瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和四十八年法律第百十号。以下「特別措置法」という。）第五条若しくは第八条の規定による許可の申請又は防止法第五条若しくは第七条の規定による届出（以下「許可の申請又は届出」という。）がされているものを含み、二に該当するものを除く。）については、次式により算定される値 
一 平成十四年十月一日前に設置された指定地域内事業場（同日前に瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和四十八年法律第百十号。以下「特別措置法」という。）第五条若しくは第八条の規定による許可の申請又は防止法第五条若しくは第七条の規定による届出（以下「許可の申請又は届出」という。）がされているものを含み、二に該当するものを除く。）については、次式により算定される値 Ｌｎ＝Ｃｎ・Ｑｎ×10－３ Ｌｎ＝Ｃｎ・Ｑｎ×10－３ 二 別表第二の中欄に掲げる指定地域内事業場の区分に応じ、同表の下欄に掲げる基準日以後に許可の申請又は届出がされた指定地域内事業場については、次式により算定される値 二 平成十四年十月一日以後に許可の申請又は届出がされた指定地域内事業場については、次式により算定される値 Ｌｎ＝（Ｃｎｉ・Ｑｎｉ＋Ｃｎｏ・Ｑｎｏ）×10－３ Ｌｎ＝（Ｃｎｉ・Ｑｎｉ＋Ｃｎｏ・Ｑｎｏ）×10－３ ［一及び二の算式においてＬｎ、Ｃｎ、Ｑｎ、Ｃｎｉ、Ｃｎｏ、Ｑｎｉ及びＱｎｏは、それぞれ次の値を表すものとする。 ［一及び二の算式においてＬｎ、Ｃｎ、Ｑｎ、Ｃｎｉ、Ｃｎｏ、Ｑｎｉ及びＱｎｏは、それぞれ次の値を表すものとする。 Ｌｎ 排出が許容される汚濁負荷量（単位 一日につきキログラム） Ｌｎ 排出が許容される汚濁負荷量（単位 一日につきキログラム） Ｃｎ 別表第一第三欄(１)に掲げる窒素含有量（単位 一リットルにつきミリグラム） Ｃｎ 別表第三欄(１)に掲げる窒素含有量（単位 一リットルにつきミリグラム） Ｑｎ 特定排出水（水質汚濁防止法施行規則（昭和四十六年総理府令・通商産業省令第二号）第一条の六第一項に規定するものをいう。以下同じ。）の量（単位 一日につき立方メートル） Ｑｎ 特定排出水（水質汚濁防止法施行規則（昭和四十六年総理府令・通商産業省令第二号）第一条の六第一項に規定するものをいう。以下同じ。）の量（単位 一日につき立方メートル） 
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 改正案 現行 Ｃｎｉ 別表第一第三欄(２)に掲げる窒素含有量（単位 一リットルにつきミリグラム） Ｃｎｉ 別表第三欄(２)に掲げる窒素含有量（単位 一リットルにつきミリグラム） Ｃｎｏ Ｃｎと同じ値（単位 一リットルにつきミリグラム） Ｃｎｏ Ｃｎと同じ値（単位 一リットルにつきミリグラム） Ｑｎｉ 別表第二の中欄に掲げる指定地域内事業場の区分に応じ、同表の下欄に掲げる基準日以後に、特定施設（防止法第二条第二項に規定するもの及び特別措置法第十二条の二の規定により防止法第二条第三項に規定する指定地域特定施設とみなされるものをいう。以下同じ。）の設置又は構造等の変更により増加する特定排出水の量（単位 一日につき立方メートル） 
Ｑｎｉ 平成十四年十月一日以後に、特定施設（防止法第二条第二項に規定するもの及び特別措置法第十二条の二の規定により防止法第二条第三項に規定する指定地域特定施設とみなされるものをいう。以下同じ。）の設置又は構造等の変更により増加する特定排出水の量（単位 一日につき立方メートル） Ｑｎｏ 特定排出水の量（Ｑｎｉを除く。）（単位 一日につき立方メートル）］ Ｑｎｏ 特定排出水の量（Ｑｎｉを除く。）（単位 一日につき立方メートル）］   別表第一（第四関係） 別表（第四関係） （略） （略） 別表第二（第四関係）   番号 指定地域内事業場の区分 基準日        一 次項に掲げる指定地域内事業場以外の指定地域内事業場 平成一四年一〇月一日        二 水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令（平成二十四年政令第百四十七号）の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場 平成二四年五月二五日         

 


